
第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 氏名，2 住所，3 性別，4 生年月日，5 電話番号，6 家族状
況，7 婚姻歴，8 保険加入状況，9 収入状況，10 納税状況，11
公的扶助，12 銀行口座

記 録 範 囲
児童扶養手当転入届を提出した者
児童扶養手当認定請求書を提出した者

記録情報の収集方法
本人の申告，市民税課・国保年金課・障害者支援課からの提供,
他の官公庁からの提供

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的
児童扶養手当受給者認定事務における本人の資格審査のために
利用する。

フ ァ イ ル の 名 称 児童扶養手当受給者ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-01

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親帯分）ファ
イル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-02

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親帯分）にお
ける資格審査及び支給事務のために利用する。

記 録 項 目
1 氏名，2 住所，3 性別，4 生年月日，5 電話番号，6 家族状
況，7 婚姻歴，8 保険加入状況，9 収入状況，10 納税状況，11
公的扶助，12 銀行口座

記 録 範 囲
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親帯分）申請
書を提出したもの。

記録情報の収集方法 本人の申告，市民税課からの提供

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

記 録 項 目
1 氏名，2 住所，3 性別，4 生年月日，5 電話番号，6 家族状
況，7 婚姻歴，8 保険加入状況，9 収入状況，10 納税状況，11
公的扶助，12 銀行口座

記 録 範 囲
八千代市ひとり親家庭等医療費等受給資格認定申請書を提出し
た者

記録情報の収集方法 本人の申告，市民税課・国保年金課・障害者支援課からの提供

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的
ひとり親医療費支給事務における本人の受給資格審査のために
利用する。

フ ァ イ ル の 名 称 ひとり親家庭等医療費等受給者ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-03

個人情報ファイル簿



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 子ども医療費助成事業事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-04

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的
子ども医療費における資格審査及び助成事務のために利用す
る。

記 録 項 目
1 識別番号，2 氏名，3 性別，4 生年月日・年齢，5 住所，6
電話番号，7 家族状況，8 婚姻歴，9 保険加入状況，10 収入状
況，11 課税状況，12 公的扶助，13 銀行口座，14 診療歴

記 録 範 囲
子ども医療費助成申請書を提出した者，その者の世帯に属する
者，その者の子

記録情報の収集方法
本人の申告，戸籍住民課・市民税課・国保年金課からの提供，
本人同意に基づく各保険組合への調査，国民健康保険団体連合
会・社会保険診療報酬支払基金・柔道整復師団体からの提供

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 児童手当支給事業事務ファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-05

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的 児童手当における資格審査及び支給事務のために利用する。

記 録 項 目
1識別番号，2氏名，3性別，4生年月日・年齢，5住所，6電話番
号，7家族状況，8婚姻歴，9居住状況，10職業，11公的年金加入
状況，12収入状況，13銀行口座

記 録 範 囲
児童手当・特例給付認定請求書を提出した者，その者の配偶者，
その者の子

記録情報の収集方法
本人の申告，戸籍住民課・市民税課・国保年金課からの提供，他
の官公庁の機関からの提供

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁，教育委員会への提供

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）支給事務ファ
イル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-06

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）における資格
審査及び支給事務のために利用する。

記 録 項 目
1 識別番号，2 氏名，3 性別，4 生年月日・年齢，5 住所，6
電話番号，7 家族状況，8 居住状況，9 職業，10 収入状況，11
銀行口座

記 録 範 囲

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）申請書（請求書）を提出した者及び児
童手当受給者のうち令和4年度市町村民税均等割が非課税の者，
その者の配偶者，その者の子

記録情報の収集方法
本人の申告，戸籍住民課・市民税課・国保年金課からの提供，
他の官公庁からの提供

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　■有　□無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 家庭児童相談に関するファイル

作 成 日 令和5年4月1日

整 理 番 号 083200-07

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課　子ども相談センター

ファイルの利用目的
妊娠期から18歳未満の子どもと家庭の総合相談窓口として相談
に応じ，また，児童虐待対応を行い，子どもの健全育成を支援
する。

記 録 項 目

1 識別番号, 2 氏名,3 性別,4 生年月日・年齢 ,5 住所,6 電話
番号,7 本籍・国籍,8 身体的特徴 ,9 性格・性質,10 家族状況
,11 親族関係 ,12 婚姻歴,13 居住状況,14 職業・職歴,15 学
業・所属,16 保険加入状況,17  資産状況,18 収入状況,19 納税
状況,20 公的扶助,21 その他相談記録

記 録 範 囲
家庭児童相談の対象になっている世帯及びその親族の世帯，要
保護児童対策地域協議会として取り扱っている家庭児童世帯，
他の地方公共団体の機関から情報提供があった者

記録情報の収集方法

本人及びその家族からの申告・他課（戸籍住民課，市民税課，
納税課，債権管理室，資産税課，健康福祉課，福祉総合相談
室，生活支援課，長寿支援課，障害者支援課，国保年金課，子
育て支援課，子ども保育課，子ども福祉課，母子保健課，学務
課）からの情報提供・他の官公庁からの提供・民間，私人（匿
名含む）からの情報提供

要 配 慮 個 人 情 報 ■含む　　　　　□含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

・要保護児童対策地域協議会・児童相談所・他の官公庁

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　□有　■無



第１号様式（第２条）

フ ァ イ ル の 名 称 八千代市子どもの成長応援臨時給付金給付事務

作 成 日 令和5年7月28日

整 理 番 号 083200-08

個人情報ファイル簿

市 の 機 関 の 名 称 市長

ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる
組 織 の 名 称

子ども部　子ども福祉課

ファイルの利用目的 対象者を特定し，給付をするために利用する。

記 録 項 目 氏名，生年月日，住所

記 録 範 囲
平成１７年４月２日から令和５年４月３０日までに出生した者であって，令和５年４月３０日におい
て，本市の住民基本台帳に登録されている者，申請した者，申立てした者

記録情報の収集方法 本人の申請，申立て，戸籍住民課からの提供

要 配 慮 個 人 情 報 □含む　　　　　■含まない

記 録 情 報 の
経 常 的 提 供 先

株式会社ＮＴＴネクシア

開 示 請 求 等 を
受 理 す る 組 織 の
名 称 及 び 所 在 地

（名　称）八千代市役所総務部法務課情報公開班

（所在地）〒276-8501
　　　　　千葉県八千代市大和田新田312-5

備 考

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

フ ァ イ ル の 種 別

■法第６０条第２項第１号
 （電算処理ファイル）

□法第６０条第２項第２号
 （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当
するファイル　□有　■無


